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食品表示基準 （平成２７年３月２０日内閣府令第10号）における 

農産物漬物の関係規定集（抜粋） 

この規定集は、厖大な「食品表示基準」の中から、農産物漬物の表示を行うための規定等を抜粋したもので、その構成

を示し、関連する別表は該当する規定の後に配置して分かり易くした。農産物漬物に関連がなく省略した規定等について

は、食品表示基準の本文を確認されたい（消費者庁ＨＰ（caa.go.jp/）→食品表示→食品表示基準（内閣府令、ＰＤＦ）。  

 

 食 品 表 示 基 準 

目 次 

 第１章 総則（第１条・第2条） 

 第２章 加工食品 

  第１節 食品関連事業者に係る基準 

   第１款 一般用加工食品（第３条－第９条） 

   第２款 業務用加工食品（第１０条－第１４条） 

  第２節 食品関連事業者以外の販売者に係る基準（第１５条－第１７条） 

 第３章 生鮮食品 

  第１節 食品関連事業者に係る基準 

   第１款 一般用生鮮食品（第１８条－第２３条） 

   第２款 業務用加工食品（第２４条－第２８条） 

  第２節 食品関連事業者以外の販売者に係る基準（第２９条－第３１条） 

 第４章 添加物 

  第１節 食品関連事業者に係る基準（第３２条－第３６条） 

  第２節 食品関連事業者以外の販売者に係る基準（第３７条－第３９条） 

 第５章 雑則（第４０条・第４１条） 

 附 則 

 

第一章 総 則 

（適用範囲）  

第１条  この府令は、食品関連事業者等が、加工食品、生鮮食品又は添加物を販売する場合に 

ついて提供する。ただし、加工食品又は生鮮食品を設備を設けて飲食させる場合には、第４０ 

条の規定を除き、適用しない。 

 

（定義） 

第２条  この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

１ 加工食品  （略） （別表一を記載、略） 

２ 生鮮食品  （略） （別表二を記載、略） 

３ 業務用加工食品  （略） 

４ 業務用生鮮食品  （略） 

５ 業務用添加物  （略） 
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６ 容器包装   （略） 

７ 消費期限   （略） 

８ 賞味期限   （略） 

９ 特定保健用品   （略） 

10 機能性表示食品  （略） 

11  栄養機能食品   （略） （別表十一を記載、略） 

12 栄養素等表示基準値   （略） （別表十を記載、略） 

13 組換えＤＮＡ技術   （略） 

14 対象農産物   （略） （別表十六を記載） 

15 遺伝子組換え農産物   （略） 

16 非遺伝子組換え農産物   （略） 

17 特定遺伝子組換え農産物   （略） 

18 非特定遺伝子組換え農産物   （略） 

19 分別生産流通管理   （略） 

20 特別分別生産流通管理   （略） 

２  前項各号に定めるもののほか、この府令において、別表第三の上欄に掲げる食品に係 

る同表の中欄に掲げる用語の意義は、それぞれ同表の下欄に定めるところによる。 

３ （略） 

別表第三（第２条第１項第２号関係） 

食 品 用 語 定  義 

農産物漬物 

 

 

 

 

 

農産物漬物 農産物 （山菜、きのこ及び樹木の花、葉等を含む。以下農産物漬物の項 

において同じ。）を塩漬け（塩漬けの前後に行う砂糖類漬けを含む。）し、 

干し、若しくは湯煮したもの若しくはこれらの処理をしないもの又はこれ 

に水産物（魚介類及び海藻類をいう。以下農産物漬物の項においてせき同 

じ。）を脱塩、 浸漬、 塩漬け等の処理をしたもの若しくはしないものを 

加えたもの（水産物の使用量が農産物の使用量より少ないものに限る。） 

を塩、しょうゆ、アミノ酸液 （大豆等の植物性たんぱく質を酸により処 

理したものをいう。以下農産物漬物の項において同じ。）、食酢、梅酢、 

ぬか類 （米ぬか、ふすま、 あわぬか等をいう。 以下この表及び別表第 

四農産物漬物の項において同じ。）、酒かす（みりんかすを含む。 以下 

農産物漬物の項において同じ。）みそ、こうじ、からし粉、もろみ若しく 

は赤とうがらし粉を用いたものに漬けたもの（漬けることにより乳酸発酵 

又は熟成しないものを含む。）又はこれを干したものをいう。 

農産物ぬか漬 

け類 

次に掲げるものをいう。  

一  この表の中欄に掲げる農産物漬物のうち、ぬか類に砂糖類又は塩等を 
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加えたもの (以下農産物漬物の項において「塩ぬか」という。)に漬け 

たもの 

二  一を砂糖類、果汁、みりん、香辛料等又はこれらに削りぶし、こんぶ 

等を加えたものに漬け替えたもの 

三  一を塩ぬかに砂糖類、果汁、みりん、香辛料等を加えたものに漬け替

えたもの 

たくあん漬け 農産物ぬか漬け類のうち、干しあげ （天日干しで水分を除くこと。）又 

は塩押し（塩漬けにより水分を除くこと。）により脱水しただいこんを漬 

けたものをいう。 

農産物しょう 

ゆ漬け 

次に掲げるものをいう。 

一 この表の中欄に掲げる農産物漬物のうち、しょうゆ又はアミ 

ノ酸液に漬けたもの 

二 この表の中欄に掲げる農産物漬物のうち、しょうゆ又はアミ 

ノ酸液に砂糖類、みりん、香辛料等を加えたもの又はこれに削 

りぶし、こんぶ等を加えたものに漬けたもの 

ふくじん漬け 農産物しょうゆ漬け類のうち、だいこん、なす、うり、きゅうり、しょう 

が、なたまめ、れんこん、しそ、たけのこ、しいたけ若しくはとうがらし 

を細刻したもの又はしその実若しくはごまのうちから５種類以上の原材 

料を主原料としてつけたものをいう。 

農産物かす漬 

け類 

この表の中欄に掲げる農産物のうち、酒かす又はこれに砂糖類、みりん、 

香辛料を加えたもの（以下この表及び別表４の農産物漬物の項において 

「酒かす等」と総称する。）に漬けたものをいう。 

なら漬け 農産物かす漬け類のうち、酒かす等を用いて漬け替えることによりとによ 

り、塩抜き又は調味したものを、仕上げかす（最終の漬けに用いる酒かす 

等をいう。）に漬けたものをいう。 

刻みなら漬け 農産物かす漬け類のう ち、なら漬けを細刻したものを酒かす等と練り合

わせて漬けたものをいう。 

わさび漬け 農産物かす漬け類のうち、わさびの根茎、 葉柄等を細刻したものを酒か

す等と練り合わせて漬けたものをいう。 

山海漬け 農産物かす漬け類のうち、農産物を細刻したものに水産物を加えたもの

を、 酒かす等にからし粉、粉わさび等を加えたものと練り合わせて漬け

たものをいう。 

農産物酢漬け

類 

次に掲げるものをいう。  

一 この表の中欄に掲げる農産物漬物のうち、食酢又は梅酢に漬けたもの  
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二 この表の中欄に掲げる農産物漬物のうち、食酢又は梅酢に 

砂糖類、ワイン、香辛料等を加えたものに漬けたもの 

らっきょう酢

漬け 

農産物酢漬け類のうち、らっきょうを主原料とするものを漬けたものをい

う。 

しょうが酢漬

け 

農産物酢漬け類のうち、しょうがを主原料とするものを漬けたものをい

う。 

農産物塩漬け

類 

次に掲げるものをいう。  

一 この表の中欄に掲げる農産物漬物のうち、塩に漬けたもの 

二  この表の中欄に掲げる農産物漬物のうち、塩に砂糖類、食酢、梅酢、

香辛料等を加えたもの又はこれに削りぶし、こんぶ等を加えたものに漬

けたもの 

梅漬け 農産物塩漬け類のうち、梅の果実を漬けたもの又はこれを梅酢若しくは梅

酢に塩水を加えたものに漬けたもの （しその葉で巻いたものを含む。）

をいう。 

梅干し 梅漬けを干したものをいう。 

調味梅漬け 梅漬けを砂糖類、 食酢、 梅酢、 香辛料等又はこれらに削りぶし等を加

えたものに漬けたもの （しその葉で巻いたものを含む。） をいう。 

調味梅干し 梅干しを砂糖類、 食酢、 梅酢、 香辛料等若しくはこれらに削りぶし等

を加えたものに漬けたもの又は調味梅漬けを干したもの （しその葉で巻

いたものを含む。）をいう。 

農産物みそ漬

け類 

この表の中欄に掲げる農産物漬物のうち、みそ又はこれに砂糖類、みりん、

香辛料等を加えたもの（以下別表第 4の農産物漬物の項において「みそ等」

と総称する。）に漬けたものをいう。 

農産物からし

漬け類  

この表の中欄に掲げる農産物漬物のうち、 からし粉にからし油、粉わさ

び、砂糖類、みりん等を加えたものに漬けたものをいう。 

農産物こうじ

漬け類 

この表の中欄に掲げる農産物漬物のうち、こうじ又はこれに砂糖類、みり

ん、香辛料等を加えたものに漬けたもの又はこれにぶり、さけ等の水産物

を加えて漬けたものをいう。 

べったら漬け 農産物こうじ漬け類のうち、だいこんを漬けたものをいう。 

農産物もろみ

漬け類 

この表の中欄に掲げる農産物漬物のうち、もろみ又はこれに 

砂糖類、 しょうゆ等を加えたものに漬けたものをいう。 

農産物赤とう

がらし漬け類 

この表の中欄に掲げる農産物漬物にうち、赤とうがらし粉、 

赤とうがらし粉ににんにく、しょうが、にんにく以外のねぎ類若しくはだ

いこんを細刻、小切り若しくは破砕したものを加えたもの（以下農産物漬

物の項において「赤とうがらし粉等」という。）又はこれらににんにく、
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しょうが、にんにく以外のねぎ類、だいこん以外の野菜、果実、ごま、ナ

ッツ類、砂糖類、塩辛類、もち米粉、小麦粉等（以下農産物漬物の項にお

いて「赤とうがらし粉等以外の漬け原材料」という。）を加えたものに漬

けたもの（赤とうがらし粉固有の色沢を有するものに限る。）をいう。 

はくさいキム

チ 

農産物赤とうがらし漬け類のうち、塩漬け、水洗及び水切りしたはくさい

を主原料として、赤とうがらし粉等のうち、にんにく、しょうが、にんに

く以外のねぎ類若しくはだいこんを使用したもの（ただし、にんにく、し

ょうが、 にんにく以外のねぎ類のうち、２種類以上を使用したものに限

る。はくさい以外の農産物キムチの項において同じ。）又はこれに赤とう

がらし粉等以外の漬け原材料を加えたものに漬けたものをいう。 

はくさい以外

の農産物キム

チ 

農産物赤とうがらし漬け類のうち、塩漬け、水洗及び水切りしたはくさい

以外の農産物を主原料として、赤とうがらし粉等のうち、にんにく、しょ

うが、にんにく以外のねぎ類若しくはだいこんを使用したもの又はこれに

赤とうがらし粉等以外の漬け原材料を加えたものに漬けたものをいう。 

 

第二章 加工食品 

第一節 食品関連事業者に係る基準 

第一款 一般用加工食品 

（横断的義務表示） 

第３条 食品関連事業者が容器包装に入れられた加工食品（業務用加工食品を除く。以下 

この節において「一般用加工食品」という。）を販売する際（設備を設けて飲食させる 

場合を除く。第６条及び第７条において同じ。）には、次の表の上欄に掲げる表示事項が 

同表の下欄に定める表示の方法に従い表示されなければならない。ただし、別表第四の 

上欄に掲げる食品にあっては、同表の中欄に掲げる表示事項については、同表の下欄に 

定める表示の方法に従い表示されなければならない。 

名称 １ その内容を表す一般的な名称を表示する。ただし、乳（生乳、生山羊

乳及び生めん羊乳を除く。以下同じ。）及び乳製品にあっては、この限

りでない。 

２ １の規定にかかわらず、別表第五の上欄に掲げる食品以外のものにあ

っては、それぞれ同表の下欄に掲げる名称を表示してはならない。 

保存の方法 

 

食品の特性に従って表示する。ただし、食品衛生法第十一条第一項の規

定により保存の方法の基準が定められたものにあっては、その基準に従

って表示する 
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消費期限又は賞

味期限 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 品質が急速に劣化しやすい食品にあっては消費期限である旨の文字

を冠したその賞味期限年月日を、それ以外の食品にあっては賞味期限

である旨の文字を冠したその年月日を年月日の順で表示する。ただし、

製造又は加工の日から賞味期限までの期間が三月を超える場合にあっ

ては、賞味期限である旨の文字を冠したその年月を年月の順で表示す

ることをもって賞味期限である旨の文字を冠したその年月日の表示に

代えることができる。 

２ １の規定にかかわらず、乳、乳飲料、発酵乳、乳酸菌飲料及びクリー

ムのうち紙、アルミニウム箔その他これに準ずるもので密栓した容器

に収められたものにあっては、消費期限又は賞味期限の文字を冠した

その日の表示をもってその年月日の表示に代えることができる。 

原材料名 １ 使用した原材料を次に定めるところにより表示する。 

一 原材料に占める重量の割合の高いものから順に、その最も一般的

な名称をもって表示する。 

二 二種類以上の原材料からなる原材料（以下「複合原材料」という。）

を使用する場合については、当該原材料を次に定めるところにより

表示する。 

イ 複合原材料の名称の次に括弧を付して、当該複合原材料の原材

料を当該複合原材料の原材料に占める重量の割合の高いものから

順に、その最も一般的な名称をもって表示する。ただし、当該複

合原材料の原材料が三種類以上ある場合にあっては、当該複合原

材料の原材料に占める重量の割合の高い順が三位以下であって、

かつ、当該割合が五パーセント未満である原材料について、「その 

他」と表示することができる。 

ロ 複合原材料の製品の原材料に占める重量の割合が五パーセント

未満である場合又は複合原材料の名称からその原材料が明らかで

ある場合には、当該複合原材料の原材料の表示を省略することが

できる。 

三 一及び二の規定にかかわらず、単に混合しただけなど、原材料の

性状に大きな変化がない複合原材料を使用する場合については、当

該複合原材料の全ての原材料及びそれ以外の使用した原材料につい

て、原材料に占める重量の割合の高いものから順に、その最も一般

的な名称をもって表示することができる。 

２ １の規定にかかわらず、次に掲げる場合にあっては、それぞれに定め

るところにより表示することができる。 

一 同種の原材料を複数種類使用する場合原材料に占める重量の割合
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の高い順に表示した「野菜」、「食肉」、「魚介類」などの原材料の総

称を表す一般的な名称の次に括弧を付して、それぞれの原材料に占

める割合の高いものから順にその最も一般的な名称をもって表示す

る。 

二 複数の加工食品により構成される場合原材料に占める重量の割合

の高い順に表示した各構成要素を表す一般的な名称の次に括弧を付

して、それぞれの原材料に占める割合の高いものから順にその最も

一般的な名称をもって表示する。 

３ １及び２に定める表示の際には、次の表の上欄に掲げる区分に該当す

る原材料にあっては、同表の下欄に掲げる名称をもって表示すること

ができる。 

食用油脂 植物油、植物脂若しく

は植物油脂、動物油、

動物脂若しくは動物

油脂又は加工油、加工

脂若しくは加工油脂 

でん粉 でん粉 

魚類及び魚肉（特定の種類の魚類を表示し

ていない場合に限る。） 

魚又は魚肉 

家きん肉（食肉製品を除き、特定の種類の

家きんの名称を表示していない場合に限

る。） 

鳥肉 

無水結晶ぶどう糖、含水結晶ぶどう糖及び

全糖ぶどう糖 

ぶどう糖 

ぶどう糖果糖液糖、果糖ぶどう糖液糖及び

高果糖液糖 

異性化液糖 

砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、砂糖混合果糖

ぶどう糖液糖及び砂糖混合高果糖液糖 

砂糖混合異性化液糖

又は砂糖・異性化液糖 

香辛料及び香辛料エキス（既存添加物名簿

（平香辛料又は混合香辛料平成８年厚生省

告示第１２０号）に掲げる添加物に該当す

るものを除き、原材料に占める重量の割合

が２パーセント以下のものに限る。） 

香辛料又は混合香辛

料 

香辛野菜及びつまもの類並びにその加工品

（原材料に占める重量の割合が２パーセン

香草又は混合香草 
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ト以下のものに限る。） 

糖液を浸透させた果実（原材料に占める重

量の割合が１０パーセント以下のものに限

る。） 

糖果 

弁当に含まれる副食物（外観からその原材

料が明らかなものに限る。） 

おかず 

 

別表第八（第３２条関係、略） 

 
 

添加物 １ 次に掲げるものを除き、添加物に占める重量の割合の高いものから順

に、別表第六の上欄に掲げるものとして使用される添加物を含む食品

にあっては当該添加物の物質名及び同表の下欄に掲げる用途の表示

を、それ以外の添加物を含む食品にあっては当該添加物の物質名を表

示する。 

一 栄養強化の目的で使用されるもの（特別用途食品及び機能性表示

食品を除く。 

二 加工助剤（食品の加工の際に添加されるものであって、当該食品

の完成前に除去されるもの、当該食品の原材料に起因してその食品

中に通常含まれる成分と同じ成分に変えられ、かつ、その成分の量

を明らかに増加させるものではないもの又は当該食品中に含まれる

量が少なく、かつ、その成分による影響を当該食品に及ぼさないも

のをいう。以下同じ。） 

三 キャリーオーバー（食品の原材料の製造又は加工の過程において

使用され、かつ、当該食品の製造又は加工の過程において使用され

ないものであって、当該食品中には当該添加物が効果を発揮するこ

とができる量より少ない量しか含まれていないものをいう。以下同

じ。） 

別表第六（第三条関係） 

甘味料 甘味料、人工甘味料又は合成甘味料 

着色料 着色料又は合成着色料 

保存料 保存料又は合成保存料 

増粘剤、安定剤、

ゲル化剤又は糊料 

主として増粘の目的で使用される場合にあって

は、増粘剤又は糊料 

主として安定の目的で使用される場合にあって

は、安定剤又は糊料 
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主としてゲル化の目的で使用される場合にあっ

ては、ゲル化剤又は糊料 

酸化防止剤 酸化防止剤 

発色剤 発色剤 

漂白剤 漂白剤 

防かび剤又は防ば

い剤 

防かび剤又は防ばい剤 

２ １の規定にかかわらず、複数の加工食品により構成される加工食品に

あっては各構成要素で使用した添加物を、各構成要素を表す一般的な

名称の次に括弧を付して、１に定めるところにより表示することがで

きる。 

３ １の規定にかかわらず、添加物の物質名の表示は、一般に広く使用さ

れている名称を有する添加物にあっては、その名称をもって、別表第

七の上欄に掲げるものとして使用される添加物を含む食品にあっては

同表の下欄に掲げる表示をもって、これに代えることができる。 

別表第七（第三条関係） 

イーストフード イーストフード 

ガムベース ガムベース 

かんすい かんすい 

酵素 酵素 

光沢剤 光沢剤 

香料 香料又は合成香料 

酸味料 酸味料 

チューインガム

軟化剤 

軟化剤 

調味料（甘味料及

び酸味料に該当

す る も の を 除

く。） 

アミノ酸のみから構成される場合にあっては、調

味料（アミノ酸） 

主としてアミノ酸から構成される場合（アミノ酸

のみから構成される場合を除く。）にあっては、

調味料（アミノ酸等） 

核酸のみから構成される場合にあっては、調味料

（核酸） 

主として核酸から構成される場合（核酸のみから

構成される場合を除く。）にあっては、調味料（核

酸等） 
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有機酸のみから構成される場合にあっては、調味

料（有機酸） 

主として有機酸から構成される場合（有機酸のみ

から構成される場合を除く。）にあっては、調味

料（有機酸等） 

無機塩のみから構成される場合にあっては、調味

料（無機塩） 

主として無機塩から構成される場合（無機塩のみ

から構成される場合を除く。）にあっては、調味

料（無機塩等） 

豆腐用凝固剤 豆腐用凝固剤又は凝固剤 

苦味料 苦味料 

乳化剤 乳化剤 

水素イオン濃度

調整剤 

水素イオン濃度調整剤又はｐＨ調整剤 

膨張剤 膨張剤、ベーキングパウダー又はふくらし粉 

４ １の規定にかかわらず、次に掲げる場合にあってはそれぞれ当該各号

に掲げる用途の表示を省略することができる。 

一 添加物を含む旨の表示中「色」の文字を含む場合着色料又は合成

着色料 

二 添加物を含む旨の表示中「増粘」の文字を含む場合増粘剤又は糊   

 料 

内容量又は固形

量及び内容総量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 特定商品の販売に係る計量に関する政令（平成５年政令第２４９号）

第５条に掲げる特定商品については、計量法（平成４年法律第５１号）

の規定により表総量示することとし、それ以外の食品にあっては内容

重量、内容体積又は内容数量を表示することとし、内容重量はグラム

又はキログラム、内容体積はミリリットル又はリットル、内容数量は

個数等の単位で、単位を明記して表示する 

２ １の規定にかかわらず、固形物に充てん液を加え缶又は瓶に密封した

もの（固形量の管理が困難な場合を除く。）にあっては、内容量に代え

て、固形量及び内容総量とすることとし、固形量はグラム又はキログ

ラム、内容量はグラム又はキログラムの単位で、単位を明記して表示

する。ただし、固形量と内容総量がおおむね同一の場合又は充てん液

を加える主たる目的が内容物を保護するためである場合は、内容量に

代えて、固形量を表示する。 

３ １の規定にかかわらず、固形物に充てん液を加え缶及び瓶以外の容器
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 包装に密封したものにあっては、内容量に代えて、固形量とすること

ができる。この場合において、固形量は、グラム又はキログラムの単

位で、単位を明記して表示する。 

栄養成分（たん

ぱく質、脂質、

炭水化物及びナ

トリウムをい

う。以下この項

におい同じ。）の 

量及び熱量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 栄養成分の量及び熱量は、次に定める方法により、当該食品の１０

０ｇ若しくは１００ｍｌ又は一食分、一包装その他の一単位（以下こ

の項において「食品単位」という。）当たりの量を表示する（特定保健

用食品及び機能性表示食品について表示する場合を除く。）。この場合

において、当該食品単位が一食分である場合をいう。にあっては、当

該一食分の量を併記する。 

一 たんぱく質、脂質、炭水化物の量及び熱量にあっては当該栄養成

分又は熱量である旨の文字を冠した一定の値又は下限値及び上限値

により、ナトリウムの量あっては食塩相当量（ナトリウムの量に２．

５４を乗じたものをいう。以下同じ。）の文字を冠した一定の値又は

下限値及び上限値により表示する。 

二 一の一定の値又は下限値及び上限値は、別表第九の第一欄の区分

に応じ、同表の第二欄に掲げる単位（食塩相当量にあってはｇ）を

明記して表示する。 

三 一の一定の値又は下限値及び上限値は、当該一定の値にあっては、

別表第九の第一欄の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる方法によっ

て得られた値が当該一定の値を基準とした同表の第四欄に掲げる許

容差の範囲内にある値、当該下限値及び上限値にあっては、同表の

第一欄の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる方法によって得られた

値が当該下限値及び上限値の範囲内でなければならない。ただし、

当該一定の値にあっては、同表の第一欄の区分に応じ、同表の第三

欄に掲げる方法によって得られた当該食品１００ｇ当たりの当該栄

養成分の量又は熱量（清涼飲料水その他の一般に飲用に供する液状

の食品にあっては、当該食品１００ｍｌ当たりの当該栄養成分の量

又は熱量）が同表の第五欄に掲げる量に満たない場合は、０と表示

することができる。 

２  次に掲げる要件の全てに該当する場合（特別用途食品（特定保健用

食品を除く。）を除く。）には、１の三の規定にかかわらず、１の一の

一定の値にあっては、原材料における栄養成分の量から算出して得ら

れた値、当該食品と同様の組成と考えられるものを分析して得られた

値その他の合理的な推定により得られた値を表示することができる。

ただし、第七条の規定に基づく栄養成分の機能の表示、栄養成分の補

給ができる旨の表示、栄養成分若しくは熱量の適切な摂取ができる旨
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の表示、糖類を添加していない旨の表示又はナトリウム塩を添加して

いない旨の表示をする場合は、この限りでない。 

一 表示された値が別表第九の第一欄の区分に応じた同表の第三欄に

掲げる方法によって得られた値とは一致しない可能性があることを

示す表示をすること。 

二 表示された値の設定の根拠資料を保管すること。 

別表第九（第３条栄養成分関係） 

栄養成分

及び熱量 

 

表 示

の 単

位 

 

測定及び算出の方法 

 

許容差の範囲 

 

０ と

表 示

す る

こ が

で き

る量 

たんぱく

質 

ｇ 窒素定量換算法 プラス・マイナス２

０％（ただし、当該食

品１００ｇ当たりの

たんぱく質の量が２．

５ｇ未満の場合はプ

ラス・マイナス０．５

ｇ） 

０．５

グ ラ

ム 

脂質  ｇ エーテル抽出法、クロ

ロホルム・メタノール

混液抽出法 （略） 

プラス・マイナス２

０％（ただし、当該食

品１００ｇ当たりの

飽和脂肪酸の量が０．

５ｇ未満の場合はプ

ラス・マイナス０．１

ｇ） 

０．１

グ ラ

ム 

（中略）  ―   ―    ―  ― 

炭水化物 ｇ 当該食品の質量から、

たんぱく質、脂質、灰

分及び水分の量を控

除して算定すること。

この場合において、た

んぱく質及び脂質の

量にあっては、第一欄

の区分に応じ、第三欄

プラス・マイナス２

０％（ただし、当該食

品１００ｇ当たりの

炭水化物の量が２．５

ｇ未満の場合はプラ

ス・マイナス０．５ｇ） 

０．５

グ ラ

ム 
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に掲げる方法により

測定し、灰分及び水分

の量にあっては、次に

掲げる区分に応じ、次

に定める方法により

測定すること。 

一 灰文（略） 

二 水分（略） 

糖質 

 

ｇ 当該食品の質量から、

たんぱく質、脂質、食

物繊維、灰分及び水分

の量を控除して算定

すること。（略） 

プラス・マイナス２

０％（ただし、当該食

品１００ｇ当たりの

糖類の量が２．５ｇ未

満の場合はプラス・マ

イナス０．５ｇ） 

０．５

グ ラ

ム 

糖類（単

糖類又は

二糖類で

あって、

糖アルコ

ールでな

いものに

限る。） 

ｇ 略 プラス・マイナス 

２０％（ただし、当該

食品１００ｇ当たり

（略）の糖類の量が

２．５ｇ未満の場合は

プラス・マイナス０．

５ｇ） 

０．５

グ ラ

ム 

食物繊維 ｇ 略 プラス・マイナス 

２０％ 

 

（中略） ―    ―     ― ― 

ナトリウ

ム 

ｍｇ（千ｍ

ｇ以上の量

を表示する

場合にあっ

てはｇを含

む。） 

 

原子吸光光度法

又は誘導結合プ

ラズマ発光分析

法 

プラス・マイナス２

０％（ただし、当該食

品１００ｇ当たりの

ナトリウムの量が２

５ｍｇ未満の場合は

プラス・マイナス５ｍ

ｇ） 

５ ミ

リ グ

ラム 

 

（中略） ― ― ― ― 

熱量 

 

 

kcal 

 

（略） プラス・マイナス２

０％（ただし、当該食

品１００ｇ当たりの

５ キ

ロ カ

ロ リ
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 熱量が２５ｋcal 未満

の場合はプラス・マイ

ナス５ｋcal） 

ー 

 

食品関連事業者

の氏名又は名称

及び住所 

食品関連事業者のうち表示内容に責任を有する者の氏名又は名称及び住

所を表示する。 

 

製造所又は加工

所の所在地（輸

入品にあっては

輸入業者の営業

所の所在地。以

下この章におい

て同じ。）及び製

造者の又は加工

者の氏名又は名

称（輸入品のあ

っては輸入業者

の氏名又は名

称。以下この章

で同じ。） 

（乳関係、略） 

１ 製造所又は加工所（食品の製造又は加工（当該食品に関し、最終的

に衛生状態を変化させる製造又は加工（調整及び選別を含む。）に限る。

以下この表において同じ。）が行われた場所）の所在地（輸入品にあっ

ては輸入業者の営業所の所在地）及び製造者又は加工者（食品を調整

又は選別した者の営業所の者を含む。）の氏名又は名称（輸入品にあっ

ては輸入業者の氏名又は名称）を表示する。 

２ １の規定にかかわらず、食品関連事業者の住所又は氏名若しくは名

称が製造所若しくは加工所（食品の製造又は加工が行われた場所。以

下この項において同じ。）の所在地（輸入品にあっては輸入業者の営業

所の所在地）又は製造者若しくは加工者（食品を調整又は処理場。以

下選別した者を含む。以下この項において同じ。）の氏名若しくは名称

（輸入品ににあっては輸入業者の氏名又は名称）と同一である場合は、

製造所若しくは加工所の所在地又は製造者若しくは加工所の氏名若し

くは名称を省略することができる。 

３ １の規定にかかわらず、原則として同一製品を二以上の製造所で製

造している場合にあっては、製造者の住所及び氏名又は名称並びに製

造者が消費者庁長官に届け出た製造所固有の記号（アラビア数字、ロ

ーマ字、平仮名若しくは片仮名又はこれらの組合せによるものに限る。

以下この項において同じ。）又は販売者の住所、氏名又は名称並びに製

造者及び販売者が連名で消費者庁長官に届け出た製造者の製造所固有

の記号（以下｢製造所固有記号｣という。）の表示をもって製造所の所在 

地及び製造者の氏名又は名称の表示に代えることができる。この場合

においては、次に掲げるいずれかの事項を表示しなければならない。 

一 製造所の所在地又は製造者の氏名若しくは名称の情報の提供を求

められたときっては回答する者の連絡先 

二 製造所固有記号が表す製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称

を表示したウェブサイトのアドレス（二次元コードその他のこれに

代わるものを含む。） 

三 当該製品を製造している全ての製造所の所在地又は製造者の氏名
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若しくは名称及び製造所固有記号 

 

 

別表第四（第３条関係） 

食品 表示事項 表示の方法 

農産物漬物 名称 次に定めるところにより表示する。 

一 たくあん漬けにあっては「たくあん漬」と、たくあん漬け以外の農産物

ぬか漬け類にあっては「ぬか漬」と、ふくじん漬けにあっては「ふくじん

漬」と、ふくじん漬け以外の農産物しょうゆ漬け類にあっては「しょうゆ

漬」と、なら漬けにあっては「なら漬」と、刻みなら漬けにあっては「刻

みなら漬」と、わさび漬けにあっては「わさび漬」と、山海漬けにあって

は「山海漬」と、なら漬け、刻みなら漬け、わさび漬け及び山海漬け以外

の農産物かす漬け類にあっては「かす漬」と、らっきょう酢漬けにあって

は「らっきょう酢漬」又は「らっきょう甘酢漬」と、しょうが酢漬けにあ

っては「しょうが酢漬」又は「しょうが甘酢漬」と、らっきょう酢漬け及

びしょうが酢漬け以外の農産物酢漬け類にあっては「酢漬」と、梅漬けに

あっては「梅漬」（小梅を使用したものにあっては、「小梅漬」）と、梅干し

にあっては「梅干」（小梅を使用したものにあっては、「小梅干」）と、調味

梅漬けにあっては「調味梅漬」（小梅を使用したものにあっては、「調味小

梅漬」）と、調味梅干しにあっては「調味梅干」（小梅を使用したものにあ

っては、「調味小梅干」）と、梅漬け及び梅干し並びに調味梅漬け及び調味
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梅干し以外の農産物塩漬け類にあっては「塩漬」と、農産物みそ漬け類に

あっては「みそ漬」と、農産物からし漬け類にあっては「からし漬」と、

べったら漬けにあっては「べったら漬」と、べったら漬け以外の農産物こ

うじ漬け類にあっては「こうじ漬」と、農産物もろみ漬け類にあっては「も

ろみ漬」と、はくさいキムチにあっては「はくさいキムチ」又は「キムチ」

と、はくさい以外の農産物キムチにあっては「農産物キムチ」と、これら

以外の農産物赤とうがらし漬け類にあっては「赤とうがらし漬」と、これ

ら以外の農産物漬物類にあっては「漬物」と表示する。ただし、ふくじん

漬け、刻みなら漬け、わさび漬け、山海漬け、らっきょう酢漬け、梅漬け、

梅干し、調味梅漬け、調味梅干し、農産物からし漬け類及び農産物もろみ

漬け類以外の農産物漬物のうち、薄切り又は細刻若しくは小切りしたもの

（農産物赤とうがらし漬け類にあっては、主原料のものに限る。）にあって

は、名称の次に括弧を付して、「薄切り」又は「刻み」と表示する。 

二 １種類の原材料を漬けたもの（はくさいキムチ及びはくさい以外の農産

物キムチを除く。）にあっては、一の規定にかかわらず、その最も一般的な

名称を冠して「きゅうりしょうゆ漬」、「きゅうり酢漬」、「きゅうりみそ漬」

等と表示することができる。 

三 はくさい以外の農産物キムチにあっては、一の規定にかかわらず、主原

料の最も一般的な名称により「きゅうりキムチ」、「だいこんキムチ」、「に

んにくキムチ」等と表示することができる。 

 原材料名 使用した原材料を、次の一及び二の順に、それぞれ一及び二に定めるところ

により表示する。 

一 漬けた原材料は、「だいこん」、「なす」、「しょうが」、「なたまめ」、「れん

こん」、「しそ」等とその最も一般的な名称を表示する。ただし、漬けた原

材料が 5種類（内容重量が 300g以下のものにあっては、4種類）以上のも

のにあっては、原材料に占める重量の割合の高いものから順に 4 種類（内

容重量が 300g以下のものにあっては、3種類）以上を表示し、その他の原

材料を「その他」と表示することができる。 

二 漬けた原材料以外の原材料は、「漬け原材料」の文字の次に括弧を付して、

次に定めるところにより、原材料に占める重量の割合の高いものから順に

表示する。 

イ 砂糖類以外の原材料にあっては、「米ぬか」、「食塩」、「とうがらし」、

「こんぶ」、「削りぶし」等とその最も一般的な名称をもって表示する。

ただし、米ぬかその他のぬか類にあっては「ぬか類」と、とうがらし（農

産物赤とうがらし漬け類に使用するものを除く。）その他の香辛料にあっ

ては「香辛料」と表示することができる。 
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ロ 砂糖類にあっては、「砂糖」、「ぶどう糖」、「果糖」、「ぶどう糖果糖液糖」、

「果糖ぶどう糖液糖」、「高果糖液糖」、「水あめ」等とその最も一般的な

名称をもって表示し、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖にあっては「砂糖・ぶ

どう糖果糖液糖」と、砂糖混合果糖ぶどう糖液糖にあっては「砂糖・果

糖ぶどう糖液糖」 

と、砂糖混合高果糖液糖にあっては「砂糖・高果糖液糖」と表示する。

ただし、ぶどう糖果糖液糖、果糖ぶどう糖液糖及び高果糖液糖にあって

は「異性化液糖」と、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、砂糖混合果糖ぶどう

糖液糖及び砂糖混合高果糖液糖にあっては「砂糖・異性化液糖」と表示

することができる。 

ハ 使用した砂糖類が 2種類以上の場合は、ロの規定にかかわらず、「砂糖

類」又は「糖類」の文字の次に括弧を付して、「砂糖、ぶどう糖」等と原

材料に占める重量の割合の高いものから順に表示し、砂糖及び砂糖混合

ぶどう糖果糖液糖を併用する場合は「砂糖・ぶどう糖果糖液糖」と、砂

糖及び砂糖混合果糖ぶどう糖液糖を併用する場合は「砂糖・果糖ぶどう

糖液糖」と、砂糖及び砂糖混合高果糖液糖を併用する場合は「砂糖・高

果糖液糖」と表示する。ただし、砂糖及び砂糖混合ぶどう糖果糖液糖を

併用する場合、砂糖及び砂糖混合果糖ぶどう糖液糖を併用する場合又は

砂糖及び砂糖混合高果糖液糖を併用する場合にあっては、「砂糖・異性化

液糖」と表示することができる。 

 添加物 使用した添加物を、添加物に占める重量の割合の高いものから順に、第３条

第１項の表の添加物の項の規定に従い表示する。ただし、栄養強化の目的で

使用される添加物に係る表示の省略規定は適用しない。 

内容量 農産物ぬか漬け類にあっては塩ぬか及び調味液を除いた重量を、ふくじん漬

け以外の農産物しょうゆ漬け類（薄切り又は細刻若しくは小切りしたもの（山

菜及び菜類を主原料としたものを除く。）又はしその実を主原料としたものを

除く。）にあっては調味液を除いた重量を、なら漬け並びになら漬け、刻みな

ら漬け、わさび漬け及び山海漬け以外の農産物かす漬け類（細刻若しくは小

切りしたもの又はにんにくのりん片を主原料としたものを除く。）にあっては

酒かす等を除いた重量を、らっきょう酢漬け、しょうが酢漬け並びにらっき

ょう酢漬け及びしょうが酢漬け以外の農産物酢漬け類（薄切り又は細刻若し

くは小切りしたものを除く。）にあっては調味液を除いた重量を、農産物塩漬

け類にあっては調味液及びしそ（しその葉で巻いた場合のしその葉を除く。）

を除いた重量（ただし、調味梅漬け及び調味梅干しであって、細刻したしそ、

かつお削りぶし等を用いたものにあっては、これを含めた重量）を、農産物

みそ漬け類（薄切り又は細刻若しくは小切りしたもの又はにんにくのりん片
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を主原料としたものを除く。）にあってはみそ等を除いた重量を、農産物こう

じ漬け類にあっては調味液を除いた重量を、農産物赤とうがらし漬け類（主

原料を薄切り又は細刻若しくは小切りしたもの（山菜及び菜類を主原料とし

たものを除く。）を除く。）にあっては調味液を除いた重量を g又は kgの単位

で、単位を明記して表示する。 

２  前項に定めるもののほか、食品関連事業者が一般用加工食品のうち次の表の上欄に掲げるも

のを販売する際（設備を設けて飲食させる場合を除く。）には、同表の中欄に掲げる表示事項

が同表の下欄に定める表示の方法に従い表示されなければならない。 

別表第十四に掲げ

る食品（以下「特定

原材料」という。）

を原材料とする加

工食品（当該加工食

品を原材料とする

ものを含み、抗原性

が認められないも

のを除く。）及び特

定原材料に由来す

る添加物（抗原性が

認められないもの

及び香料を除く。以

下同じ。）を含む食

品 

 

 

 

アレルゲン １ 特定原材料を原材料として含む旨を、原則、原材料名の 

直後に括弧を付して表示する。 

２ 特定原材料に由来する添加物を含む食品にあっては、当 

該添加物を含む旨及び当該食品に含まれる添加物が当該

特定原材料に由来する旨を、原則、添加物の物質名の直後

に括弧を付して表示する。 

３ １及び２の規定にかかわらず、当該食品に対し二種類以

上の原材料又は添加物を使用しているものであって、当該

原材料又は添加物に同一の特定原材料が含まれているも

のにあっては、そのうちのいずれかに特定原材料を含む旨

又は由来する旨を表示すれば、それ以外の原材又は添加物

について、特定原材料を含む旨又は由来する旨の表示を省

略することができる。ただし、当該原材料又は添加物に含

まれる特定原材料が、科学的知見に基づき抗原性が低いと

認められる場合には、この限りでない。 

別表第十四（第３条第２項関係） 

えび 

かに 

そば 

小麦 

そば 

卵 

落花生 
 

アスパルテームを

含む食品 

Ｌ-フェニル

アラニン化合

物を含む旨  

Ｌ‐フェニルアラニン化合物を含む旨を表示する。 

特定保健用食品 （略） （略） 

機能性表示食品 （略） （略） 
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別表第十七の下欄

及び別表第十八の

中欄に掲げる加工

食品 

遺伝子組換え

食品に関する

事項 

１ 加工工程後も組み換えられたＤＮＡ又はこれによって

生じたたんぱく質が残存する加工食品として別表第十七

の下欄に掲げるもの（２に掲げるものを除く。）にあっ 

ては、次に定めるところにより表示する。 

一 分別生産流通管理が行われたことを確認した遺伝子 

組換え農産物である別表第十七の上欄に掲げる対象農 

産物を原材料とする場合は、当該原材料名の次に括弧 

を付して「遺伝子組換えのものを分別」、「遺伝子組換

え」等分別生産流通管理が行われた遺伝子組換え農産

物である旨を表示する。 

二 生産、流通又は加工のいずれかの段階で遺伝子組換 

え農産物及び非遺伝子組換え農産物が分別されていな

い別表第十七の上欄に掲げる対象農産物を原材料とす

る場合は、当該原材料名の次に括弧を付して「遺伝子

組換え不分別」等遺伝子組換え農産物及び非遺伝子組 

換え農産物が分別されていない旨を表示する。 

三 分別生産流通管理が行われたことを確認した非遺伝

子組換え農産物である別表第十七の上欄に掲げる対象 

農産物を原材料とする場合は、当該原材料名を表示する

か、又は当該原材料名の次に括弧を付して「遺伝子組換

えでないものを分別」、「遺伝子組換えでない」等分別生

産流通管理が行われた非遺伝子組換え農産物である旨

を表示する。 

２ 別表第十八の上欄に掲げる形質を有する特定遺伝子組 

換え農産物を含む同表の下欄に掲げる対象農産物を原材

料とする加工食品（これを原材料とする加工食品を含む。）

であって同表の中欄に掲げるものにあっては、次に定める

ところにより表示する。 

一 特定分別生産流通管理が行われたことを確認した特 

定遺伝子組換え農産物である別表第十八の下欄に掲げ

る対象農産物を原材料とする場合は、当該原材料名の

次に括弧を付して「○○○遺伝子組換えのものを分

別」、「○○○遺伝子組換え」（○○○は、同表の上欄に

掲げる形質）等特定分別生産流通管理が行われた特定

遺伝子組換え農産物である旨を表示する。 

二 特定遺伝子組換え農産物及び非特定遺伝子組換え農 
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産物が意図的に混合された別表第十八の下欄に掲げる 

対象農産物を原材料とする場合は、第３項の規定にか 

かわらず、当該原材料名の次に括弧を付して「○○○ 

遺伝子組換えのものを混合」（○○○は、同表の上欄に

掲げる形質）等特定遺伝子組換え農産物及び非特定遺

伝子組換え農産物が意図的に混合された農産物である

旨を表示する。この場合において、「○○○遺伝子組換

えのものを混合」等の文字の次に括弧を付して、当該

特定遺伝子組換え農産物が同一の作目に属する対象農

産物に占める重量の割合を表示することができる。 

３ 分別生産流通管理を行ったにもかかわらず、意図せざる

遺伝子組換え農産物又は非遺伝子組換え農産物の一定の

混入があった場合においても、１の一又は三の確認が適切

に行われている場合には、１の規定の適用については、分

別生産流通管理が行われたことを確認したものとみなす。 

４ 特定分別生産流通管理を行ったにもかかわらず、意図 

せざる特定遺伝子組換え農産物又は非特定遺伝子組換え

農産物の一定の混入があった場合においても、２の一の確

認が適切に行われている場合には、２の規定の適用につい

ては、特定分別生産流通管理が行われたことを確認したも

のとみなす。 

５ 別表第十七及び別表第十八に掲げる加工食品の原材料の

うち、対象農産物又はこれを原材料とする加工食品であっ

て主な原材料（原材料の重量に占める割合の高い原材料の

上位三位までのもので、かつ、原材料及び添加物の重量に

占める割合が５パーセント以上であるものをいう。以下同

じ。）でないものについては、分別生産流通管理が行われ

た遺伝子組換え農産物若しくは非遺伝子組換え農産物で

ある旨、遺伝子組換え農産物及び非遺伝子組換え農産物が

分別されていない旨、特定分別生産流通管理が行われた特

定遺伝子組換え農産物である旨又は特定遺伝子組換え農

産物及び非特定遺伝子組換え農産物が意図的に混合され

た農産物である旨の表示（以下「遺伝子組換えに関する表

示」という。）は不要とする。ただし、これらの原材料に

ついて遺伝子組換えに関する表示を行う場合には、１から

４までの規定の例によりこれを表示しなければならない。 
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６ 対象農産物を原材料とする加工食品であって別表第十 

七及び別表第十八に掲げる加工食品以外のものの対象農

産物である原材料については、遺伝子組換えに関する表示

は不要とする。ただし、当該原材料について遺伝子組換え

に関する表示を行う場合には、１及び２の規定の例により

これを表示しなければならない。 

別表第十六(第２ 条第１５号、遺伝子組換え農産物) 

１ 大豆（枝豆及び大豆もやしを含む。） 

２ とうもろこし 

３ ばれいしょ 

４ なたね 

５ 綿実 

６ アルファルファ 

７ てん菜 

８ パパイヤ  

別表第十七（第３条関係、遺伝子組換え農産物の加工食品） 

対象農産物 加工食品 

大豆（枝豆及び

大豆もやしを含

む。）  

１ 豆腐・油揚げ類 

２  凍り豆腐、おから及びゆば 

３ 納豆 

４ 豆乳類 

５ みそ  

６ 大豆煮豆 

７ 大豆缶詰及び大豆瓶詰 

８ きなこ 

９ 大豆いり豆 

10 1 から 9 までに掲げるものを主

な原材料とするもの 

11～15 略  

とうもろこし １ コーンスナック菓子 

２ コーンスターチ 

３～ ９ （略）  

ばれいしょ １ ポテトスナック菓子 

２ 乾燥ばれいしょ 

３ 冷凍ばれいしょ 

４ ばれいしょでん粉 
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５～ ６ （略） 

（以下、略） （以下、略） 

 

別表第十八（第３条関係）（略） 

 

乳児用規格適用食

品 

（略） （略） 

別表第十五に掲げ

る加工食品（輸入品

を除く。以下「対象

加工食品」という。） 

原材料名 １（略） 

２ 別表第十五の 23に掲げる農産物漬物にあっては、原材料

名に対応させて、次に定めるところにより表示する。 

 一 農産物漬物の原材料及び添加物の重量に占める割合 

の高い農産物又は水産物の上位 4位（内容重量が 300g 

以下のものにあっては、上位 3位）までのもので、か 

つ、原材料及び添加物の重量に占める割合が 5％以上 

の原産地名は、原材料に占める重量の割合の高い原産 

地の順に、次に定めるところにより表示する。当該原 

材料以外の漬けた原材料の原産地名についても、同様 

に表示することができる。 

イ 農産物 

国産品にあっては国産である旨を、輸入品にあっては

原産国名を表示し、その原産地名の次に括弧を付して、

当該原産地を原産地とする原材料を原材料及び添加物

に占める重量の割合の高いものから順に、その最も一般

的な名称をもって表示する。ただし、国産品にあっては

国産である旨に代えて都道府県名、市町村名その他一般

に知られている地名を、輸入品にあっては原産国名に代

えて一般に知られている地名を表示することができる。 

ロ 水産物 

(イ) 国産品にあっては国産である旨を、輸入品にあっ 

ては原産国名を表示し、その原産地名の次に括弧を付

して、当該原産地を原産地とする原材料を原材料及び

添加物に占める重量の割合の高いものから順に、その

最も一般的な名称をもって表示する。ただし、国産品

にあっては国産である旨に代えて水域名、水揚げした

港名又は水揚げした港若しくは主たる養殖場が属す

る都道府県名、市町村名その他一般に知られている地
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名を表示することができる。 

(ロ) 輸入品にあっては、(イ)の規定にかかわらず、原

産国名に水域名を併記することができる。 

二 原産地が 1 のみである場合及び原材料及び添加物の重

量に占める割合の高い農産物又は水産物の上位 4 位（内

容重量が 300g以下のものにあっては、上位 3位）までの

もので、かつ、原材料及び添加物の重量に占める割合が

5％以上のものが 1種類のみである場合には、原産地名に

ついて原材料の表示を省略することができる。 

三 原産地を 2以上表示する場合には、次に定めるところ

により表示することができる。 

イ 原産地名及び原材料の名称（二の規定により原材料の 

表示を省略する場合にあっては、原産地名）の次に、原 

材料及び添加物に占める重量の割合を、％の単位をもっ 

て単位を明記して表示する。ただし、ロに定めるところ 

により原産地を表示する場合を除く。 

 ロ 原材料の表示が 2 以上連続して同一となる場合には、

当該原材料を原材料に占める重量の割合が最も低い当

該原材料の原産地名の次に括弧を付して、その最も一般

的な名称をもって表示し、当該原産地名以外の原産地名

について原材料の表示を省略する。 

３（略） 

別表十五（第３条、第１０条関係、原料原産地） 

１～22 略 

23 農産物漬物 

24～26 略   
 

   

輸入品 原産国名 原産国名を表示する。 

３ 前 2項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる表示事項の表示は、同表の下欄に掲げる

区分に該当する食品にあってはこれを省略することができる。 

保存の方法 （略） 

消費期限又は賞味期限 （略） 

原材料名 １ 容器包装の表示可能面積がおおむね３０ｃ㎡以下であるもの 

２ 原材料が一種類のみであるもの。ただし、次に掲げる場合は除く。 

（略） 

添加物 容器包装の表示可能面積がおおむね３０ｃ㎡以下であるもの（特定保 
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健用食品及び機能性表示食品を除く。） 

内容量又は固形量及び

内容総量 

１ 内容量を外見上容易に識別できるもの（特定商品の販売に係る計量

に関する政令第５条に掲げる特定商品、特定保健用食品及び機能性

表示食品を除く。） 

２ 容器包装の表示可能面積がおおむね３０ｃ㎡以下であるもの（特定

商品の販売に係る計量に関する政令第５条に掲げる特定商品、特定

保健用食品及び機能性表示食品を除く。） 

栄養成分の量及び熱量 以下に掲げるもの（栄養表示(栄養成分若しくは熱量に関する表示及び 

栄養成分の総称、その構成成分、前駆体その他これらを示唆する表現 

が含まれる表示をいう。以下同じ。）をしようとする場合、特定保健用 

食品及び機能性表示食品を除く。） 

一 容器包装の表示可能面積がおおむね３０ｃ㎡以下であるもの 

二 酒類 

三 栄養の供給源としての寄与の程度が小さいもの 

四 極めて短い期間で原材料（その配合割合を含む。）が変更され

るもの 

五 消費税法（昭和６３年法律第１０８号）第９条第１項におい

て消費税を納める義務が免除される事業者が販売するもの 

製造所又は加工所の所

在地及び製造者又は加

工者の氏名又は名称 

容器包装の表示可能面積がおおむね３０ｃ㎡以下である 

もの（食品関連事業者の氏名又は名称及び住所の表示は要しないとさ 

れているものを除く。） 

 

遺伝子組換えに関する

事項 

食品容器包装の表示可能面積がおおむね３０ｃ㎡以下であるもの 

乳児用規格適用食品で

ある旨 

（略） 

原料原産地名 容器包装の表示可能面積がおおむね３０ｃ㎡以下であるもの 

原産国名 容器包装の表示可能面積がおおむね３０ｃ㎡以下であるもの 

 

（個別的義務表示） 

第４条（略、別表第十九では農産物漬物は該当なし） 

（義務的表示の特例） 

第５条第 前２条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる場合にあっては、同表の下欄に掲

げる表示事項の表示は要しない。 

酒類を販売する場合 （略） 

食品を製造し、又は加工した場所で販 原材料名（特定保健用食品及び機能性表示食品の場合
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売する場合 を除く。）、 内容量又は固形量及び内容総量（特定保健

用食品及び機能性表示食品の場合を除く。）、栄養成分

の量及び熱量（栄養表示をしようとする場合並びに特

定保健用食品及び機能性表示食品の場合を除く。）、食

品関連事業者の氏名又は名称及び住所（特定保健用食

品及び機能性表示食品の場合を除く。）、原産国名・原

料原産地名、別表第十九の中欄に掲げる表示事項（即

席めん類（即席めんのうち生タイプ即席めん以外のも

のをいう。）に係る油脂で処理した旨など（以下、略） 

不特定又は多数の者に対して譲渡（販

売を除く。）する場合 

２ 前項の表の上欄の場合において、名称を表示する際には、第３条第１項ただし書及び同項の

表の名称の項の２の規定は適用しない。 

 

（推奨表示） 

第６条 食品関連事業者は、一般用加工食品を販売する際には、次の各号に掲げる表示事項の表

示を積極的に推進するよう努めなければならない。 

一 飽和脂肪酸の量 

二 食物繊維の量 

（任意表示） 

第７条 食品関連事業者が一般用加工食品を販売する際に、次の表の上欄に掲げる表示事項（特

色のある原材料等に関する事項にあっては、酒類を販売する場合、食品を製造し、又は加工し

た場所で販売する場合及び不特定又は多数の者に対して譲渡（販売を除く。）する場合を除く。）

が当該一般用加工食品の容器包装に表示される場合には、同表の下欄に定める表示の方法に従

い表示されなければならない。 

特色ある原材料等に関する事項 １ 特定の原産地のもの、有機農産物（有機農産物の日本農林

規格（平成１７年農林水産省告示第１６０５号）第３条に規

定するものをいう。）、有機畜産物、有機加工食品（有機加工

食品の日本農林規格（平成１７年農林水産省告示第１６０６

号）第３条に規定するものをいう。）その他の使用した原材

料が特色のあるものである旨を表示する場合又は製品の名

称が特色のある原材料を使用した旨を示すものである場合

にあっては、第３条第２項の規定により原料原産地名を表示

する場合（任意で原料原産地名を表示する場合を含む。）を

除き、次の各号に掲げるいずれかの割合を当該表示に近接し

た箇所又は原材料名の次に括弧を付して表示する。ただし、

その割合が 100％である場合にあっては、割合の表示を省略

することができる。 
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一 特色のある原材料の製品の原材料及び添加物に占める

重量の割合 

二 特色のある原材料の特色のある原材料及び特色のある

原材料と同一の種類の原材料を合わせたものに占める重

量の割合（この場合において、特色のある原材料の特色の

ある原材料及び特色のある原材料と同一の種類の原材料

を合わせたものに占める重量の割合である旨の表示を表

示する。） 

２  特定の原材料の使用量が少ない旨を表示する場合にあっ

ては、特定の原材料の製品に占める重量の割合を当該表示に

近接した箇所又は原材料名の次に括弧を付して表示する。 

栄養成分（たんぱく質、脂質、炭

水化物及びナトリウムを除く。） 

別表第九の第一欄に掲げる栄養成分（たんぱく質、脂質、炭 

水化物及びナトリウ炭水ムを除く。）を表示しようとすると 

きは、第３条第１項の表の栄養成分（たんぱく質、脂質、炭 

水化物及びナトリウムをいう。以下この項において同じ。） 

の量及び熱量の項に定める表示の方法を準用する。 

（略） （略） 

（略） （略） 

栄養成分の補給ができる旨 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 高い旨の表示は、別表第十二の第一欄に掲げる栄養成分の

量がそれぞれ同表の第二欄の食品 100グラム当たり（括弧内

は、一般に飲用に供する液状の食品 100ミリリットル当たり

の場合）又は 100キロカロリー当たりのいずれかに定める基

準値以上である場合にすることができる。 

２ 含む旨の表示は、別表第十二の第一欄に掲げる栄養成分の

量がそれぞれ同表の第三欄の食品 100グラム当たり（括弧内

は、一般に飲用に供する液状の食品 100ミリリットル当たり

の場合）又は 100キロカロリー当たりのいずれかに定める基

準値以上である場合にすることができる。 

３ 強化された旨の表示は、別表第十二の第一欄に掲げる栄養

成分について、他の同種の食品に比べて強化された当該栄養

成分の量がそれぞれ同表の第四欄に定める基準値以上であ

る場合（たんぱく質及び食物繊維にあっては他の食品に比べ

て強化された割合が２５パーセント以上のものに限る。）に

することができる。この場合において、次に掲げる事項を表

示しなければならない。 

一 当該他の同種の食品を特定するために必要な事項 



 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

二 当該栄養成分の量が当該他の食品に比べて強化された

量又は割合 

４ １から３までの栄養成分の量は、当該食品の 100 グラム若

しくは 100ミリリットル又は一食分、一包装その他の一単位

当たりの量を表示する。この場合において、当該栄養成分の

量は、別表第九の第一欄の区分に応じ、同表の第三欄に掲げ

る方法によって得るものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第十二（第７条等関係） 

栄養成分 高い旨の表示の基準値 含む旨の表示の基準値 強化された旨

の表示の基準

値 

食品100ｇ当た

り（括弧内は、

飲用する液状

100ｍｌ当たり

の場合) 

100Kcal 

当たり 

 

 

食品 100ｇ当

たり（括弧内

は、飲用する

液状 100ｍｌ

当 た り の 場

合) 

100Kcal 

当たり 

 

 

食品 100ｇ当た

り（括弧内は、

飲用する液状

100ｍｌ当たり

の場合) 

たんぱく質 16.2g (略) 8.1g 8.1g（略） 4.1g 8.1g（略） 

食物繊維 6g（略） 3  g 3g（略） 1.5g 3g（略） 

亜鉛 2.64㎎(略) 0.88mg 1.32mg（略） 0.44mg 0.88mg（略） 

カリウム 840 mg（略） 280 mg 420mg（略） 140mg 280mg（略）  

カルシウム 204 mg（略） 68 mg 102mg（略） 34mg 68mg（略） 

鉄 2.04mg（略） 0.68mg 1.02mg（略） 0.34mg 0.68mg（略） 

銅 0.27mg（略） 0.09mg 0.14mg（略） 0.05mg 0.05mg（略） 

マグネシウム 96mg（略） 32mg 48mg（略） 16mg 32mg（略） 

ナイアシン 3.9mg（略） 1.3mg 1.95mg（略） 0.65mg 1.3mg（略） 

パントテン酸 1.44mg(略) 0.48 0.72（略） 0.24 0.48（略） 

ビオチン 15μg（略） 5μg 7.5μg（略） 2.5μg 5μg（略） 

ビタミンＡ 231μg（略） 77μg 116μg（略） 39μg 77μg（略） 

ビタミンＢ1 0.36mg（略） 0.12mg 0.18mg（略） 0.06mg 0.12mg（略） 

ビタミンＢ2 0.42mg（略） 0.14mg 0.21mg（略） 0.07mg 0.14mg（略） 

ビタミンＢ6 0.39mg（略） 0.13mg 0.20mg（略） 0.07mg 0.13mg（略） 

ビタミン B12 0.72μ（略） 0.24μg 0.36μg（略） 0.12μg 0.24μg（略） 

ビタミンＣ 30mg（略） 10mg 15mg（略） 5mg 10mg（略） 

ビタミンＤ 1.65μg（略） 0.55μg 0.83μg（略） 0.28μg 0.55μg（略） 
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ビタミンＥ 1.89mg（略） 0.63mg 0.95mg（略） 0.32mg 0.63mg（略） 

ビタミンＫ 45μg（略） 30μg 22.5μg（略） 7.5μg 15μg（略） 

葉酸 72μg（略） 24μg 36μg（略） 12μg 24μg（略） 
 

栄養成分又は熱量の適切な摂取

ができる旨 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 含まない旨の表示は、別表第十三の第一欄に掲げる熱量の

量がそれぞれ同表の第二欄に定める基準値に満たない場合

にすることがきる 

２ 低い旨の表示は、別表第十三の第一欄に掲げる栄養成分又

は熱量の量がそれぞれ同表の第三欄に定める基準値に満た

ない場合にすることができる。 

３ 低減された旨の表示は、別表第十三の第一欄に掲げる栄養

成分又は熱量について、他の同種の食品に比べて低減された

当該栄養成分の量又は熱量の量がそれぞれ同表の第四欄に

定める基準値以上であって、他の食品に比べて低減された割

合が２５パーセント以上である場合（ナトリウムの含有量を

２５パーセント以上低減することにより、当該食品の保存性

及び品質を保つことが著しく困難な食品について、ナトリウ

ムに係る低減された旨の表示をする場合を除く。）にするこ

とができる。この場合において、次に掲げる事項を表示しな

ければならない。 

一 当該他の同種の食品を特定するために必要な事項 

二 当該栄養成分の量又は熱量が当該他の食品に比べて低

減された量又は割合（ナトリウムの含有量を二十五パーセ

ント以上低減することにより、当該食品の保存性及び品質

を保つことが著しく困難な食品について、ナトリウムに係

る低減された旨の表示をする場合にあっては、ナトリウム

の量が当該他の食品に比べて低減された割合） 

４ １から３までの栄養成分の量又は熱量は、当該食品の百グ

ラム若しくは 100ミリリットル又は一食分、一包装その他の

一単位当たりの量を表示する。この場合において、当該栄養

成分の量及び熱量は、別表第九の第一欄の区分に応じ同表の

第三欄に掲げる方法によって得るものとする。 

 別表第十三（第 7条関係） 

栄養成分及

び熱量 

含まない旨の表示の基

準値 

低い旨の表示の基準値 低減された旨の表示の

基準値 

食品 100g 当たり（括弧 食品 100g 当たり（括弧 食品 100g当たり（括弧
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内は、一般に飲用に供す

る液状の食品 100ml 当

たりの場合） 

内は、一般に飲用に供す

る液状の食品 100ml 当

たりの場合） 

内は、一般に飲用に供す

る液状の食品 100ml 当

たりの場合） 

熱量 ５ｋcal（５kcal） ４０ｋcal（２０kcal） ４０kcal(２０kcal） 

脂質 ０．５ｇ（０．５ｇ） ３ｇ（１．５ｇ） ３ｇ（１．５ｇ） 

飽和脂肪酸 ０．１ｇ（０．１ｇ） １．５ｇ(０．７５ｇ) 

ただし、当該食品の熱量

のうち飽和脂肪酸に由

来するものが当該食品

の熱量の１０ 

％以下であるものに１．

５ｇ（０．７５ｇ）限る。 

１．５ｇ(０．７５ｇ) 

コレステロ

ール 

５ｍｇ（５ｍｇ） 

ただし、飽和脂肪酸の量

が１．５ｇ（０．７５ｇ）

未満であって当該食品

の熱量のうち飽和脂肪

酸に由来するものが当

該食品の熱量の１０％

未満のものに限る。 

２０ｍｇ（１０ｍｇ）た

だし、飽和脂肪酸の量が

１．５ｇ（０．７５ｇ）

以下であって当該食品

の熱量のうち飽和脂肪

酸に由来するものが当

該食品の熱量の１０％

以下のものに限る。 

２０ｍｇ（１０ｍｇ）た

だし、飽和肪酸の量が当

該他の食品に比べて低

減された量が１．５ｇ

（０．７５ｇ）以上のも

のに限る。 

糖類 ０．５ｇ（０．５ｇ） ５ｇ（２．５ｇ） ５ｇ（２．５ｇ） 

ナトリウム ５ｍｇ（５ｍｇ） １２０ｍｇ(１２０ｍ

ｇ) 

１２０ｍｇ(１２０ｍ

ｇ) 

備考１及び２（略） 

糖類を添加していない旨 （略） 

ナトリウム塩を添加していない

旨 

（略） 

 

（表示の方式等） 

第８条 第３条及び第４条に掲げる事項（栄養成分の量及び熱量については、第３条、第４条及

び前２条に掲げる事項）の表示は、次の各号に定めるところによりされなければならない。た

だし、別表第二十の上欄に掲げる食品にあっては、次の各号の規定（第３号の栄養成分の量及

び熱量の表示に係る規定を除く。）にかかわらず、同表の中欄に定める様式（当該様式による

表示と同等程度に分かりやすく一括して表示される場合を含む。）及び下欄に定める表示の方

式に従い表示されなければならない。 

一 邦文をもって、当該食品を一般に購入し、又は使用する者が読みやすく、理解しやすい
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ような用語により正確に行う。 

二 容器包装（容器包装が小売のために包装されている場合は、当該包装）を開かないでも

容易に見ることができるように当該容器包装の見やすい箇所（栄養成分の量及び熱量の表

示に関し、同一の食品が継続的に同一人に販売されるものであって、容器包装に表示する

ことが困難な食品（特定保健用食品及び機能性表示食品を除く。）にあっては、当該食品の

販売に伴って定期的に購入者に提供される文書）に表示する。 

三 名称、原材料名、添加物、原料原産地名、内容量、固形量、内容総量、消費期限、保存

の方法、原産国名及び食品関連事業者の表示は別記様式一により、栄養成分（たんぱく質、

脂質、炭水化物及びナトリウム（食塩相当量に換算したもの））の量及び熱量の表示は別記

様式二（たんぱく質、脂質、炭水化物及び食塩相当量に換算したナトリウム以外の栄養成

分もこれと併せて表示する場合にあっては、別記様式三）により行う。ただし、別記様式

一から別記様式三までにより表示される事項が別記様式による表示と同等程度に分かりや

すく一括して表示される場合は、この限りでない。 

四 名称は、前号に規定する別記様式一の枠内ではなく、商品の主要面に表示することがで

きる。この場合において、内容量、固形量又は内容総量についても、前号に規定する別記

様式一の枠内ではなく、名称と同じ面に表示することができる。 

五 製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称は、食品関連事業者の

氏名又は名称及び住所と近接して表示しなければならない。 

六 製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称を製造所固有記号をもって表示する場合にあ

っては、原則として、食品関連事業者の氏名又は名称の次に表示する。 

七 特定保健用食品にあっては、特定の保健の目的が期待できる旨の表示は、添付する文書

への表示をもって、容器包装への表示に代えることができる。 

八 表示に用いる文字及び枠の色は、背景の色と対照的な色とする。 

九 表示に用いる文字は、日本工業規格Ｚ８３０５（１９６２）（以下「ＪＩＳＺ８３０５」

という。に規定する八ポイントの活字以上の大きさの文字とする。ただし、表示可能面積

がおおむね１５０平方センチメートル以下のもの及び印刷瓶に入れられた一般用加工食品

であって、表示すべき事項を蓋（その面積が三十平方センチメートル以下のものに限る。）

に表示するものにあっては、ＪＩＳＺ８３０５に規定する５．５ポイントの活字以上の大

きさの文字とすることができる。蓋に表示をする場合であって、内容量以外の事項を全て

蓋に表示する場合には、内容量の表示は、蓋以外の箇所にすることができる。 

 

別記様式一（第８条関係） 

名称 

原材料名 

添加物 

原料原産地名 
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内容量 

固形量 

内容総量 

消費期限 

保存方法 

原産国名 

製造者  

 備考 

 １ この様式中「名称」とあるのは、これに代えて、「品名」、「品目」、「種類別」又は「種

類別名称」と表示することができる。 

２ 添加物については、事項欄を設けずに、原材料名の欄に原材料名と明確に区分して表示

することができる。 

３ 原料原産地名については、事項欄を設けずに、対応する原材料名の次に括弧を付して表

示することができる。 

４ 消費期限に代えて賞味期限を表示すべき場合にあっては、この様式中「消費期限」を「賞

味期限」とする。 

５ 食品関連事業者が、販売業者、加工業者又は輸入業者である場合にあっては、この様式

中「製造者」とあるのは、それぞれ「販売者」、「加工者」又は「輸入者」とする。 

６ 原材料名、原料原産地名、内容量及び消費期限又は賞味期限を他の事項と一括して表

示することが困難な場合には、表示事項を一括して表示する箇所にその表示箇所を表示

すれば、他の箇所に表示することができる。 

７  消費期限又は賞味期限の表示箇所を表示して他の箇所に表示する場合において、保存

の方法についても、表示事項を一括して表示する箇所にその表示箇所を表示すれば、消

費期限又は賞味期限の表示箇所に近接して表示することができる。 

８  第８条第４号の規定に基づき名称を商品の主要面に表示した場合にあっては、この様

式中、名称の事項を省略することができる。内容量、固形量又は内容総量を名称ととも

に主要面に表示した場合も同様とする。 

９  第４条第２項の表の上欄に掲げる食品に該当しない食品にあっては、同表の中欄に定

める事項、第３条第３項により省略できる事項又は第５条の規定により表示しない事項

については、この様式中、当該事項を省略する。 

10 この様式は、縦書とすることができる。 

11 この様式の枠を表示することが困難な場合には、枠を省略することができる。 

12 不当景品類及び不当表示防止法（昭和３７年法律第１３４号）第１１条第１項の規定

に基づき公正競争規約に定められた表示事項その他法令により表示すべき事項及び消

費者の選択に資する適切な表示事項は、枠内に表示することができる。 
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別記様式二（第８条、第 22条、第 35条関係） 

栄養成分表示 

食品単位当たり 

熱量                   kcal 

たんぱく質                g 

脂質                   g 

炭水化物                 g 

食塩相当量                g 

備考 

１ 食品単位は、100g、100ml、１食分、１包装その他の１単位のいずれかを表示する。こ

の場合において、１食分である場合は、１食分の量を併記して表示する。 

２ この様式中の栄養成分及び熱量の順を変更してはならない。 

３ 栄養成分の量及び熱量であって一定の値を０とするものについては、当該栄養成分又は

熱量である旨の文字を冠して一括して表示することができる。 

４ この様式の枠を表示することが困難な場合には、枠を省略することができる。 

 

 

 

別記様式三（第８条、第 22条、第 35条関係） 

栄養成分表示 

食品単位当たり 

熱量                   kcal 

たんぱく質                g 

脂質                   g 

－飽和脂肪酸                              g 

－ｎ‐３系脂肪酸                          g 

－ｎ‐６系脂肪酸                          g 

コレステロール                            mg 

炭水化物                                  g 

－糖質                                    g 

－糖類                                    g 

－食物繊維                                g 

食塩相当量                                g 

たんぱく質、脂質、飽和脂肪酸、ｎ-３系脂肪酸、mg 

ｎ‐６系脂肪酸、コレステロール、炭水化物、糖質、 

糖類、食物繊維及びナトリウム以外の栄養成分 
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 備考 

１ 食品単位は、100g、100ml、１食分、１包装その他の１単位のいずれかを表示する。こ

の場合において、１食分である場合は、１食分の量を併記して表示する。 

２ この様式中の栄養成分及び熱量の順を変更してはならない。 

３ 栄養成分の量及び熱量であって一定の値を０とするものについては、当該栄養成分又は

熱量である旨の文字を冠して一括して表示することができる。 

４ 糖質又は食物繊維の量のいずれかを表示しようとする場合にあっては、糖質及び食物繊

維の量の両方を表示する。 

５ ナトリウム塩を添加していない食品又は添加物について、食塩相当量に加えてナトリウ

ムを表示しようとする際は、「食塩相当量」を「ナトリウム（食塩相当量）」等に代えて

表示する。 

６ 義務表示となっている栄養成分以外で表示しないものについては、この様式中当該成分

を省略する。 

７ 表示の単位は、この様式中の単位にかかわらず、別表第九の第一欄の区分に応じ、同表

の第二欄によって表示する。 

 

（表示禁止事項） 

第９条 食品関連事業者は、第３条、第４条、第６条及び第７条に掲げる表示事項に関して、次

に掲げる事項を一般用加工食品の容器包装に表示してはならない。 

一 実際のものより著しく優良又は有利であると誤認させる用語 

二 第３条及び第４条の規定により表示すべき事項の内容と矛盾する用語 

三 乳児用規格適用食品以外の食品にあっては、乳児用規格適用食品である旨を示す用語又

はこれと紛らわしい用語 

四 分別生産流通管理が行われたことを確認した非遺伝子組換え農産物を原材料とする食品

（当該食品を原材料とするものを含む。）以外の食品にあっては、当該食品の原材料である

別表第十七の上欄に掲げる作物が非遺伝子組換え農産物である旨を示す用語 

五 組換えＤＮＡ技術を用いて生産された農産物の属する作目以外の作目を原材料とする食

品にあっては農産物に関し遺伝子組換えでないことを示す用語 

六 産地名を示す表示であって、産地名の意味を誤認させるような用語 

七 ナトリウム塩を添加している食品にあっては、ナトリウムの量 

八 機能性表示食品にあっては、次に掲げる用語 

イ 疾病の治療効果又は予防効果を標榜する用語 

ロ 第７条の規定に基づく栄養成分の補給ができる旨の表示及び栄養成分又は熱量の適切

な摂取ができる旨の表示をする場合を除き、消費者庁長官に届け出た機能性関与成分以

外の成分（別表第九の第一欄に掲げる栄養成分を含む。）を強調する用語 

ハ 消費者庁長官の評価、許可等を受けたものと誤認させるような用語 
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ニ 別表第九の第一欄に掲げる栄養成分の機能を示す用語 

九 栄養機能食品にあっては、次に掲げる用語 

イ 別表第十一に掲げる栄養成分以外の成分の機能を示す用語 

ロ 特定の保健の目的が期待できる旨を示す用語 

十 保健機能食品（特定保健用食品、機能性表示食品及び栄養機能食品をいう。以下同じ。）

以外の食品にあっては、保健機能食品と紛らわしい名称、栄養成分の機能及び特定の保健

の目的が期待できる旨を示す用語 

十一 屋根型紙パック容器の上端の一部を一箇所切り欠いた表示（ただし、牛乳について、

別表第二十一に掲げる方法により表示する場合を除く。） 

十二 等級のある日本農林規格の格付対象品目であって、等級の格付が行われた食品以外の

ものにあっては、等級を表す用語 

十三 その他内容物を誤認させるような文字、絵、写真その他の表示 

２ 前項に規定するもののほか、別表第二十二の上欄に掲げる食品にあっては、同表の下欄に掲

げる表示禁止事項を容器包装に表示してはならない。 

 

別表第二十二（第９条関係） 

食品 表示禁止事項 

（略） （略） 

農産物漬物 品評会等で受賞したものであるかのように誤認させる用語及び官公庁が推奨してい

るかのように誤認させる用語。ただし、品評会等で受賞したものであるかのように誤

認させる用語については、品評会等で受賞したものと同一仕様によって製造された製

品であって受賞年を併記してあるものに表示する場合は、この限りでない。 

（略） （略） 

 

第２款 業務用加工食品 

（義務表示） 

第 10条 食品関連事業者が業務用加工食品を販売する際（容器包装に入れないで、かつ、 

設備を設けて飲食させる施設における飲食の用に供する場合、食品を製造し、若しくは 

加工した場所における販売の用に供する場合又は不特定若しくは多数の者に対する譲渡 

（販売を除く。）の用に供する場合を除く。）には、次の各号に掲げる表示事項がそれぞれ第

３条及び第４条に定める表示の方法に従い表示されなければならない。この場合において、

第３条第１項ただし書の規定は適用しない。 

一 ～ 十（略） 

十一 原料原産地名（対象加工食品の用に供する業務用加工食品であって、当該対象加工食

品の原材料及び添加物に占める重量の割合が最も高い生鮮食品で、かつ、当該割合が 50％

以上であるもの（農産物漬物にあっては原材料及び添加物の重量に占める割合の高い農
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産物又は水産物の上位 4位（内容重量が 300g以下のものにあっては、上位 3位）までの

もので、かつ、原材料及び添加物の重量に占める割合が 5％以上のもの（中略））を含む

ものに限る。） 

（以下、略） 

２ （略） 

３  第 1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる表示事項は、それぞれ当該各号に定める表

示の方法により表示することができる。 

一 ～ 二（略） 

三 （前略）輸入品以外の農産物漬物（容器包装の表示可能面積がおおむね 30cm2以下である

ものを除く。）の原材料の重量に占める割合の高い農産物又は水産物の上位 4位（内容重量

が 300g以下のものにあっては、上位 3位）までのもの（中略）で、かつ、原材料の重量に

占める割合が 5％以上のものとなるものの原料原産地 原材料の重量に占める割合につい

ては、その割合が高い原産地の順が分かるように表示する。 

四 ～ 五（略）  

４ （略） 

 

第 11条 ～ 第 14条（略） 

 

第２節 食品関連事業者以外の販売者に係る基準 

第 15条 ～ 第 17条（略） 

 

第３章 生鮮食品 

第１節 食品関連事業者に係る基準 

第１款 一般用生鮮食品 

第 18条 ～ 第 23条（略） 

第２款 業務用生鮮食品 

第 24条～第 28条 （略） 

第 2節 食品関連事業者以外の販売者に係る基準 

第 29条 ～ 第 31条（略） 

第 ４ 章 添加物  

第 32条 ～ 第 39条（略） 

第 ５ 章 雑則 

第 40条 ～ 第 41条（略） 

 

附 則 

（施行期日） 
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第 1条 この府令は、食品表示法の施行の日から施行する。ただし、第３条第１項の表の製造所

又は加工所の所在地（輸入品にあっては輸入業者の営業所の所在地、（略）以下この章におい

て同じ。）及び製造者又は加工者の氏名又は名称（輸入品にあっては輸入業者の氏名又は名称、

（略）。以下この章において同じ。）の項の３（第１０条第１項（略）を含む。）、第８条第１項

第６号（略））、第１０条第２項、第１３条第３号、（略）の規定は、この府令の施行の日から

起算して１年を経過した日から施行する 

（食品衛生法第 19条第 1項の規定に基づく表示の基準に関する内閣府令等の廃止） 

第２条 次に掲げる府令及び告示は、廃止する。 

１ 食品衛生法第１９条第１項の規定に基づく表示の基準に関する内閣府令（平成２３年内

閣府令第４５号） 

２ 食品衛生法第１９条第１項の規定に基づく乳及び乳製品並びにこれらを主要原料とする

食品の表示基準に関する内閣府令（平成二十三年内閣府令第四十六号） 

３ 容器包装の面積により表示を省略することができる食品を定める件（昭和４５年厚生省

告示第１８０号） 

４ 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律附則に基づ

き、加工食品品質表示基準を定める件（平成１２年農林水産省告示第５１３号） 

５ ～４８（略） 

４９ 農産物漬物品質表示基準を定めた件（平成 12年農林水産省告示第 1747号） 

５０～５８（略） 

（経過措置） 

第３条 この府令の施行前にした表示に係る表示の基準の適用については、なお従前の例による。 

第４条 この府令の施行の日から平成 32年 3月 31日までに製造され、加工され、又は輸入され

る加工食品（業務用加工食品を除く。）及び添加物（業務用添加物を除く。）並びに同日までに

販売される業務用加工食品及び業務用添加物の表示については、第２章及び第４章の規定にか

かわらず、なお従前の例によることができる。 

第５条 （略） 

第６条 第３条第３項の表の栄養成分の量及び熱量の項の下欄に定める５の「消費税法（昭和６

３年法律第１０８号）第９条第１項において消費税を納める義務が免除される事業者が販売す

るもの」は、当分の間、「消費税法（昭和６３年法律第１０８号）第９条第１項において消費

税を納める義務が免除される事業者又は中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条

第５項に規定する小規模企業者が販売するもの」と読み替えるものとする。 

 

２ （略） 

別表第一 ～ 別表第二、別表第五、別表第八、別表第十 ～ 別表第十一、別表第十八～別表二十

及び別表第二十三 ～二十五 （略） 

別記様式四 （略） 


